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次 第
１ 挨拶

２ 令和６年労働災害発生状況等について

３ 建設業における安全衛生管理等について

４ 石綿障害防止対策等の衛生対策について

５ 閉会
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挨拶
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労働災害の動向及び建設業に

おける労働災害発生状況等に

ついて
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令和６年 災害発生状況（北海道全体確定値）
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令和６年 災害発生状況（建設業に関する北海道全体確定値）
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死亡災害４８件のうち、１８件、令和５年の６件から再
び大幅に増加し、約４割まで急増！



令和６年 死亡災害発生状況（北海道全体確定値）
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ちなみに……



令和６年 死亡災害発生状況（室蘭労働基準監督署確定値）
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令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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休業４日上の全災害247件のうち、26件と１割以上を占め、
工業系業種の中では最も多いため。



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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死亡災害は既に２件発生し、建設業における休業４日以
上の災害発生件数も前年同月比で増加している。



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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墜落と転落で半数以上発生し、時間帯は１１時台と１４
時台、曜日は土曜日が特に多く、休憩前や休日前は、心
理的にも特に注意が必要！



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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５０代と７０代が特に多い！



昭和40年以降の労働災害発生状況
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昭和47年以前は
休業8日以上のみ！



本質を見据えた労働災害防止対策
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＜現代の労働災害の大半を占める！不安全行動の本質的な要因＞

☑ 慣れと油断でやってしまう不安全行動
→定められた手順の省略等

☑ 焦りで無理してやってしまう不安全行動
→納期、天候等の要因で無理に終わらせようとする等

☑ 不慣れな作業をその場の感覚でやってしまう不安全行動
→普段行わない修繕やトラブル対応（非定常作業）をその場で簡単に済ませ
ようとする、よかれと思いその場の判断で手伝ってみる、等

＜典型的な災害事例＞
ベテランの作業者が、納期直前に作業を行っていたところ、ちょっとした手直

しが必要になったため、その場のノリでやったところ、大けがをする！

→御社の現場では、どのような状況が想定されそうですか？？



建設業における

安全衛生管理等
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経験が浅い作業員に見られる傾向
➢ いつも余裕がなく、すぐに精神緊張状態に陥る

➢ 短期記憶を使用する余裕がない

➢ 記憶が円滑に引き出せない～覚えているはずが思

い出せない

➢ 決心がつかずに迷う～自信がない

➢ 予測の幅が狭い～すぐ直前(直後)のことしか考えら

れない



熟練者に見られる傾向
➢苦労せずに実施できる → 気軽に、不注意に操作する

➢巧みに実施できる → 自惚れが生ずる

➢仕事が早い → 操作のヌケやトビが生ずる

➢余裕がある → 遊びが多く不必要なことをする

➢体が覚えている → うまく教えられない



経営者や管理者が陥りやすい
「誤った考え」

➢  人間はいつでもどこでも正確な作業が出来る

➢  教育したことはすべて良く覚えていて、そのとお
り実施できる

➢  すべての文書はよく読まれていて、浸透している

➢  すべての作業者は常に全く健康である

➢  厳重に処罰しておけば再発は防止できる



安全衛生管理体制
50～999人

安 全 管 理 者

産 業 医

10～49人 事 業 者

安 全 衛 生 委 員 会

安全衛生懇談会の実施など
労働者の意見を聞く機会を設けること

1～9人

安全衛生推進者（氏名を作業場等の見やすい箇所に掲示）

事 業 者

事 業 者

衛 生 管 理 者

安全衛生懇談会の実施など
労働者の意見を聞く機会を設けること



安全衛生委員会の構成
① 総括安全衛生管理者又は事業場においてその事業の

実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずるものを指

名してください。

② 安全管理者、衛生管理者及び産業医のうちから事業

者が指名してください。

③ ①の者を議長としてください。

④ ①を除く委員の半数は、労働組合又は労働者の過半数

を代表する者の推薦に基づき指名してください。



安全衛生推進者の職務 その１

① 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具

等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの

結果に基づく必要な措置に関すること。

② 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方

法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関す

ること。

③ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関する

こと。



安全衛生推進者の職務 その２
④ 安全衛生教育に関すること。

⑤ 異常な事態における応急措置に関すること。

⑥ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関するこ

と。

⑦ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統

計の作成に関すること。

⑧ 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届

出等に関すること。



教育方法の８原則

１ 相手を中心に（相手の能力に応じた教育）

２ 自らやる気を起こさせるように（動機付け）

３ やさしいことから、むずかしいことへ（段階的成長）

４ 一時に一事を（習得の容易さ＝的確な教育）

５ 反復して（確実に身に付けさせる）

６ 身近な事例を取り上げて（関心を深める）

７ 体験させ感覚機能を使わせる（忘れにくい）

８ 急所の理由を言って（目的意識を持たせる）

考
え
方
の
原
則

教
え
方
の
原
則

やってみせて（率先垂範） 言って聞かせて（教育訓練） させてみて（経験）
ほめてやらねば（評価＝意欲） 人は動かじ（成長） ※山本五十六



リスクアセスメント実施の流れ
１ 経営トップの「リスクアセスメントの導入」を表明

２ リスクアセスメント実施体制の整備
（１）店社における実施体制等、（２）工事現場、作業場等における実施体制等

３ 「リスクアセスメント導入（推進）計画」の策定
例：1年目は責任者等の育成･教育、2年目は試行現場等によるトライヤル、3年目は水
平展開による完全導入

4 導入後の留意事項
リスクアセスメントは、１回で終わるものではないので、定期的又は災害発生等の際に
実施する。



分割発注により混在作業が発生する場合

発注者

元請

下請（１次）

元請元請

下請（１次） 下請（１次）

下請（２次） 下請（２次） 下請（２次）

統括安全衛生
管 理 義 務 者



改正労働安全衛生規則について
３ 一側足場の使用範囲を明確化

施行日：令和６年４月１日

主に狭あいな現場で使用される一側足場については、その構造上、安衛則に定める手すりの設置等の墜落防止
措置が適用されないところ、一側足場からの墜落・転落災害が発生していることを踏まえ、本足場を使用するた
めに十分な幅がある場所（幅が１ｍ以上の場所）においては、本足場の使用を義務付けるもの。
ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用

することが困難なときは、この限りではないこととするもの。

手すり

中さん

防網

幅木（高さ15cm以上）

下さん

幅木（高さ10cm以上）

手すり

中さん

メッシュシート

１ｍ以上 １ｍ未満 １ｍ以上
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土止め先行工法に関するガイドライン

１ 小規模な溝掘削作業
掘削深さが概ね1.5ｍ以上４ｍ以下で、掘削幅が概ね３ｍ以下の溝を

ほぼ鉛直にくっさ屈する作業をいい、掘削方法は機械掘削又は手堀りの
いずれも含む。

２ 土止め先行工法に係る施工計画の策定
小規模な溝掘削作業を行う上下水道等工事を行う場合は、作業箇所等

に係る事前調査、土止め計画、作業計画等を
作成することにより、土止め先行工法に係る
施工計画を策定し、関係労働者に周知しましょ
う。



ファン付きベスト等の注意点
熱中症対策として現場

で使用されるようになっ

てきたファン付きベスト

等は、溶接・鋳造現場な

どの火花が飛ぶような場

所での使用は、服への着

火や火傷の原因となるた

め、使用できない製品が

あります。



石綿障害防止対策等の

 衛生対策について
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•石綿関係

•メンタルヘルス関係

•熱中症関係



石綿の有無の事前調査結果の

報告は施工業者の義務です！





石綿の事前調査は、令和５年１０月１
日着工の工事から「建築物石綿含有建
材調査者※」が行う必要があります！

※

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

・令和５年９月までに日本アスベスト調査
診断協会に登録された者
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メンタルヘルス対策



メンタルヘルス対策
➢安全衛生委員会等での調査審議

➢「心の健康づくり計画」の策定

➢メンタルヘルス推進担当者の選任

➢メンタルヘルスに関する教育研修

➢ストレスチェックの実施

➢職場復帰支援プログラムの策定

・ セルフケア ・ ラインによるケア 

・ 事業場内産業スタッフによるケア 

・ 事業場外資源によるケア

ストレスチェック等の職場に
おけるメンタルヘルス対策・
過重労働対策等（厚生労働省
ＨＰ）

労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」
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メンタルヘルス対策
● 令和７年３月１４日、労働者５０人未満の事業場に対するストレスチェック実施の義務化が

盛り込まれ労働安全衛生法の改正案が閣議決定されたことから、成立した場合、公布から３年以

内に施行され、実施義務が課される。

● ストレスチェックは、医師や保健師等よるものにより実施する必要があり、かつ、事業場内

で人事権等を持つ監督的地位にある者は検査実施の事務に従事できない。

今のうちに準備を！
今うちに実施業者等の選定を行っておきましょう。

助成金制度もご活用ください（前スライドの二次元コード参照）。

労働基準局広報キャラクター「たしかめたん」



キャンペーン期間

５月 ６月 ７月 ８月 ９月
重点取組

職場において例年、熱中症が多数発生しており、
ここ数年、重篤化して死亡に至る事例が年間 30 
人程度発生する状態が続いております。 （実施要綱等をダウンロードできます。）



42



43



44



45



46



47



48



49



職場における熱中症対策の強化

見つける 判断する 対処する

基本的な考え方

事業者に義務付け

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」

令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

※ 次のＵＲＬ、ＱＲコード（厚生労働省ホームページ内にリンク）からリーフレット等を
ダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html
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職場における熱中症対策の強化
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職場における熱中症対策の強化
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職場における熱中症対策の強化



令和７年度 室蘭労働基準監督署スローガン

「組織で進める安全文化

みんなで取り組む健康職場」
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